
  １．情報通信機器（AI含む）の活用

(１) 活用の有無

有 ・ 無

(２) 具体的な活用方法・製品名

(３) 業務負担の軽減や効率化できる具体的な業務内容

  ２．事務職員の配置

(１) 配置の有無

有 ・ 無

(２) 配置状況

(３) 事務職員が行う介護支援専門員の業務負担の軽減や効率化につながる具体的な業務内容

担当者連絡先担当者名

ｻｰﾋﾞｽ名

情報通信機器等の活用等の体制に係るチェック表

居宅介護支援事業所番号

事業所名

別途「勤務形態一覧表」を添付してください。
常勤換算で介護支援専門員１あたり、事務職員が24時間／月以上勤務して
いなければなりません。

はい・いいえ
下記に記載の解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算
サービスの提供を行っていますか。
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【解釈通知】
(1) 取扱件数の取扱い
基本単位の居宅介護支援費(ⅰ)、居宅介護支援費(ⅱ)、居宅介護支援費(ⅲ)を区分するため
の取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を
行っている者をいう。）の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援
に係る利用者（120 条告示に規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有
する利用者を除く。）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により
算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。
(2) 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用
情報通信機器（人工知能関連技術を含む）については、当該事業所の介護支援専門員が行う
指定居宅介護支援等基準第13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資するものと
するが、具体的には、例えば、
・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマー
トフォン
・ 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込んだタブレット
等とする。
この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」等を遵守すること。
(3) 事務職員の配置
事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13 条
に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の
者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認めら
れるが、常勤換算で介護支援専門員１人あたり、１月24 時間以上の勤務を必要とする。
(4) 居宅介護支援費の割り当て
居宅介護支援費(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が
古いものから順に、１件目から39 件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる
場合にあっては、40 にその数を乗じた数から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費
(ⅰ)を算定し、40件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、
40 にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(ⅱ)又
は(ⅲ)を算定すること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合は、「39 件目」を「44 件目」
と、「40」を「45」と読み替える。
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